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 2026 年 4 月 6 日 
報道関係者各位 

                                                    アットホーム株式会社 

 サービス拡充  

アットホームの「スマート契約」がリニューアル 

電磁的交付の同意取得がワンストップで可能に 

～不動産取引に特化した契約締結のフローについて特許を出願～ 
 

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アット

ホーム）は、不動産賃貸や売買などの契約業務をオンラインで行える「スマート契約」を不動産取引により特化した

サービスにリニューアルいたしました。新しい「スマート契約」では、電磁的交付の同意取得がシステム内で行えるほ

か、ドラフト確認機能により社内外の関係者へ事前に内容を確認することが可能です。また、不動産取引に特化した

契約締結のフローについて特許を出願しています。 

 

【サービスリニューアルの背景・概要】 

「スマート契約」は、従来の紙の契約書に比べ、人件費・郵送費の削減、リードタイムの短縮など不動産会社の業務

効率化やエンドユーザーの満足度につながっています。一方、宅地建物取引業法などの各種法令で、電磁的交付には

事前の同意取得が必要と定められていますが、これまでのスマート契約は同意取得をシステム内で完結できませんで

した。このたび、同意取得をシステム内でワンストップに行えるようリニューアルいたしました。また、かねてより利用加

盟店から要望のあった、ドラフト確認機能も追加しています。これにより、社内外の関係者で事前に内容を確認すること

ができ、手戻りを防ぐことができます。 

 

※サービス詳細はこちら：https://business.athome.jp/service/smart_keiyaku/  

https://business.athome.jp/service/smart_keiyaku/
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■利用イメージ 

 

【「スマート契約」リニューアルの特長】 

① ドラフト確認機能で社内外の関係者が事前に内容を確認可能 

事前に内容を確認することができるため、契約書の細かい文言の調整が可能となります。 

 

② 電磁的交付の同意取得がシステム内で可能 

法的な対応が必須とされている電磁的交付の同意取得が行えます。 

 

③ 3社の電子サインが選択可能 

業務に適した電子サインを選択することができます。 

 

【アットホーム「スマートソリューション」の概要】 

先端のテクノロジーを活用して、不動産業務の効率化・円滑化を実現し、不動産会社が接客などのコア業務に集中で

きる環境を提供するサービスです。物件の問合せから内見、申込、重要事項説明、契約の一連の業務をトータルにサ

ポートし、日々の業務をよりスマートに変えていきます。 

 

アットホームはこれからも全国 63,000店以上のアットホーム加盟店の業務効率化、生産性の向上をサポートするさ

まざまな商品・サービスの開発・提供を通して、不動産業界の活性化、IT化および DXに取り組んでまいります。 



 

3 

会社概要 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する報道関係者さまからのお問合せ先】 

アットホーム株式会社 PR 事務局 担当：山元・江崎 

TEL：03-5413-2411  E-mail：athome@bil.jp 

 

 【リリース内容に関するお問合せ先】 

アットホーム株式会社 マーケティングコミュニケーション部 広報担当：佐々木・西嶋 

TEL：03-3580-7504  E-mail：contact@athome.co.jp 

■会社名       ：アットホーム株式会社 

■創業         ：1967 年 12 月 

■資本金       ：1 億円 

■年商         ：353 億 4,000 万円（2024 年 6 月～2025年 5 月） 

■従業員数     ：1,808 名（2026 年 2 月末現在） 

■代表者名     ：代表取締役社長 鶴森 康史 

■本社所在地   ：東京都大田区西六郷 4-34-12 

■事業内容     ：●不動産会社間情報流通サービス 

・ATBB（不動産業務総合支援サイト） 

・ファクトシート･リスティング･サービス（図面配布サービス） 

・官公庁等の物件情報提供サービス 

●消費者向け不動産情報サービス 

・「不動産情報サイト アットホーム」 

・不動産情報アプリ「アットホーム」 

・「お部屋探しアプリ アットホームであった！」 

●不動産業務支援サービス 

・ 「ホームページ作成ツール」「Web 広告サービス」など、ホームページ運営支援 

・ 「不動産データプロ」「地盤情報レポート」など、不動産調査支援 

・ 「アットホーム会員ページ」「アットホームパノラマサービス」など、集客支援 

・ 「賃貸管理システム」「スマート申込」など、業務支援 

・ 「セミナー・研修会」など、知識習得支援 

・ 店舗・物件プロモーションツールなど、不動産業務用ツール 

 

■加盟・利用不動産店数 ：63,310 店（2026 年 3 月 1 日現在） 

■会社案内         ：https://www.athome.co.jp/corporate/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.athome.co.jp/corporate/

